
《区内事業者向け》

ＳＤＧｓおおたスカイパートナー
募集のご案内

ＳＤＧｓの達成に向けて取り組む事業者を、大田区が「Ｓ

ＤＧｓおおたスカイパートナー」として認定すること

により「見える化」する制度です。事業者の更なる取

組の推進を促すとともに、公民一体となって持続可能

な地域社会の実現をめざします。

≪ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは？≫

 平成27年（2015年）に国連で採択された「2030アジェンダ」に掲げられた、国際社会全体で取り組

むべき世界共通の目標です。

 SDGsでは「誰一人取り残さない」ことをキーワードに、国や自治体、事業者、区民など全てのステーク

ホルダーが役割を担い、SDGsに掲げられた17のゴールと169のターゲットの達成を目指して取り組

むことが求められています。

認定のメリット

 認定証の交付
「ＳＤＧｓおおたスカイパートナー」の認定証を交付します。

 区ＨＰにて事業者名、取組内容等をＰＲ
区ホームページ等にて、事業者名、事業者ロゴ、

ＳＤＧｓの取組内容等の紹介を行います。

「ＳＤＧｓおおたスカイパートナー」とは？

認定を受けることにより、事業者の認知度向上による事業・活動機会の拡大が期待できます！

☑

☑



✈ 申請方法

✈ 申請から認定までの流れ・スケジュール

✈ 申請期間

✈ 認定期間

✈ お問い合わせ先

✈ 申請対象

大田区に本社（本店）、支社（支店）、営業所等がある法人、個人事業主又は団体

次の書類を添付して、以下の申請フォームから申請してください。

大田区ＨＰアドレス：https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/

ota_plan/SDGs/partner/boshu.html

申請フォームアドレス：https://logoform.jp/form/8BrJ/626016

令和６年９月２日から令和６年11月１日まで

令和７年１月１日から令和９年12月31日まで

大田区ＨＰ▼

1. 区に申請書類を提出 （令和６年９月2日～令和６年１１月１日）

2. 区による申請書類の確認 （令和６年９月～令和６年11月）

※内容の確認のため、区が電話やメールでご連絡をする場合があります。

3. 審査結果通知等 （令和６年１２月）

4. 認定式 （令和６年１２月２３日（予定））

〒144-8621

大田区蒲田五丁目13番14号

大田区役所 企画課 政策・企画担当（ＳＤＧｓ）

TEL：03-5744-1538

メールアドレス：sdgs-sky@city.ota.tokyo.jp

≪提出書類≫

① ＳＤＧｓおおたスカイパートナー申請書（第１号様式）

② ＳＤＧｓおおたスカイパートナー宣言書（第２号様式）

※様式は、大田区HPからダウンロードできます


